
提

出

者

加

藤

�

一

平
成
十
二
年
十
二
月
一
日
提
出

質

問

第

七

八

号

「
公
益
法
人
の
設
立
及
び
指
導
監
督
基
準
の
運
用
指
針
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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公
益
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人
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設
立
及
び
指
導
監
督
基
準
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運
用
指
針
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
公
益
法
人
の
設
立
及
び
指
導
監
督
基
準
の
運
用
指
針
」
（
平
成
八
年
十
二
月
十
九
日
公
益
法
人
等
の
指
導
監
督
等
に
関
す

る
関
係
閣
僚
会
議
幹
事
会
申
合
せ
）
に
「
既
に
設
立
さ
れ
て
い
る
法
人
に
お
い
て
、
本
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
が
あ
る
場
合

に
は
、
原
則
と
し
て
、
本
基
準
の
閣
議
決
定
日
か
ら
三
年
以
内
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
が
、
主
務
官
庁
は
、

こ
れ
ら
の
法
人
に
つ
い
て
当
該
期
間
内
に
本
基
準
の
適
合
と
い
う
結
果
を
発
生
さ
せ
る
べ
き
義
務
を
負
う
か
。

右
質
問
す
る
。


